
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 計画の推進にあたって 
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第６章 計画の推進にあたって 
 

１．計画の推進体制 

本計画の目標を達成するため、市民をはじめ地域、行政、関係機関が一体となって健康づくりの

取り組みを進めることが重要です。 

前計画の最終評価やアンケート調査等の結果を踏まえ、本計画の課題の目標達成に向けて、個

人や地域、行政、関係機関のそれぞれの取り組みを明記し、相互に連携・協働して計画を推進して

いきます。 

本計画の推進にあたっては、計画の基本理念やめざす姿の実現に向けて、次に挙げる体制に基

づき推進します。 

 

 

 

  

 
 

  

 市は、地域団体、学校、職場、

保健医療関係団体等と連携を

図りながら市民の健康づくり

を支援します。 

  
学校は、児童・生徒が健康的

な生活習慣を身につけ育む場

です。学校施設の開放等を通

じて地域の健康づくりに貢献

していきます。 

  

 
  

医師会、歯科医師会、薬剤師
会等の関係団体は身近な健康

づくりのアドバイザーとして
地域の健康づくりの向上をめ
ざします。 

  

 職場の長は、定期的な健康診断

の実施や、禁煙など職場環境の整

備を図るなど、従業員の健康づく

りの向上をめざします。 

 
自治連絡協議会、商工会、子ど

も会、老人ｸﾗﾌﾞ連合会、女性連合

会、母子保健推進協議会、青年連

合会、食生活改善推進員協議会な

ど地域団体は、地域に密着した活

動を通じて市民の健康づくりの

向上をめざします。 

  

健康づくりに対する意識を高め、

望ましい生活習慣づくりを行いま

す。また、自身の健康状態を知り、

自分のライフスタイルに合った健

康づくりを実践することで、生活の

質の向上をめざします。 

  

行政（市）ができること

保健医療関係団体

等ができること 学校ができること

職場ができること 地域団体ができること

市民ができること
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２．計画の点検・評価 
本計画を実行性のあるものにするために、計画の進行状況を把握し、計画的に取り組みを進め

ていくことが重要です。そのため、PDCA サイクル※50 に沿って目標の達成状況を定期的に点検・

評価し、継続的に改善を図ります。 

分野ごとに数値目標の設定を行い、それらを令和 17（2035）年度に達成できるよう、行政と関

係団体で構成する「うるま市健康づくり推進協議会」において進捗状況を確認するとともに、令和

11（2029）年度に中間評価、令和 16（2034）年度に最終評価を行うものとし、目標達成の状況及

び社会情勢や関連法制度等の変化を踏まえ計画見直しを行います。 

また、点検・評価を取りまとめ、広報や市のホームページ等で公表します。 

 

 

【ＰＤＣＡサイクルのプロセスのイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価を踏まえ、改善策を 

検討する 

改善(Act) 実行(Do) 

計画の内容を踏まえ、

取り組みを実行する 

取り組みの進捗の 

点検・評価を行う 

評価(Check) 

うるま市健康づくり推進協議会 

目標・取り組みを設定する 

計画(Plan) 


